
 

 

 

  

 

 
  
 

＊駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。 

TEL：089-948-8035 E-Mail:top@mirajob.jp 

http://www.mirajob.jp  

  
 

 

未・来 Jobまつやま 

主催（松山市民しごと創造ワンストップ支援事業）

（松山銀天街 GET！4階）

お 申 込 み ・ お 問 合 せ 

＊予約したセミナーをキャンセルする場合は必ず事前にご連絡ください。 

無断欠席をされた場合、今後セミナーを受講をしていただけなくなることもございます。ご了承ください。 

  

 

 

◆講師  森田 正雄(未・来 Jobまつやま所長 中小企業診断士) 

 

改正食品衛生法「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」などの施行に

より、飲食業・サービス業では、どのような事業対応を

求めれば良いか、要点と対応方法を事例を交えて紹介す

るほか、「軽減税率制度」の開始に向け、飲食料品事業者

に関わるポイントも学びます。 

 

 


